
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

令和７年４月１日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字は修正部分 

通し

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.７-８ 

 

第２章 

第３節 

○６つ目以降 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこと

が見込まれる機関等については、当該機関に該当す

ることを立証する資料及び書類省略に当たっての誓

約書（参考様式第１－２９号）を提出することで、

在留諸申請に必要な書類のうち特定技能所属機関が

準備する書類の提出を省略することが可能です（た

だし、提出を省略した書類についても、必要に応じ

て地方出入国在留管理局から提出を求められた場合

は提出いただく必要があることに留意願います。）。 

対象となる機関及び省略を認める書類は以下の

とおりですが、詳細は、出入国在留管理庁ホームペ

ージを御参照ください。 

（対象となる機関） 

過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない

機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーショ

ン創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税

額が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 出入国在留管理庁電子届出システムにおいて利

用者情報登録を行い、かつ、既に特定技能外国人

を受け入れている場合は電子届出システムによ

り届出を行っている機関 

 ※ 当該機関に該当する場合は、書類省略に当た

っての誓約書（参考様式第１－２９号）のほか、

出入国在留管理庁電子届出システムに関する

誓約書（参考様式第１－３０号）を提出してく

ださい。 

（省略を認める書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１

－１号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考

様式第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る

資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る

資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る

資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様

式第１－４号） 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６

号） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、これま

で在留諸申請時に提出を求めていた特定技能所属機

関の適格性に関する次の書類（以下「適格性書類」

という。）は、令和７年４月１日以降は、１年に１度

の頻度で提出する定期届出「特定技能外国人の受入

れ・活動・支援実施状況に係る届出」（第７章第６節）

の添付書類となります。同日以前から特定技能外国

人の受入れを継続している機関は、原則として、在

留諸申請において適格性書類の提出は不要です。 

（特定技能所属機関の適格性に関する書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

○  ただし、令和７年４月１日以降に新たに特定技能



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人の受入れを開始する場合には、従前どおり、

在留諸申請時に適格性書類の提出が必要です。この

場合であっても、同年度に複数の特定技能外国人の

受入れをしようとする場合には、次年度以降は「特

定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関す

る届出」で適格性書類を提出することとになるため、

在留諸申請時の提出は不要となります。 

○ 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出

で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れ

を行うことが見込まれる機関等については、「特定技

能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届

出」を提出する際に必要となる適格性書類の提出を

省略することが可能です。 

 なお、適格性書類の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を

求められた場合は提出する必要があることに留意願

います。 

 ○ 定期届出において適格性書類の提出の省略を認め

る機関は次のとおりですが、詳細は、出入国在留管

理庁ホームページを御参照ください。 

（対象となる機関） 

過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない機関

であって、在留諸申請をオンライン申請、各届出を電

子届出で行い（※）、かつ次の①から⑥ のいずれかに

該当する機関 

※ 令和８年４月１日以降に提出する定期届出にお

いては、オンライン申請及び電子届出を行うこと

が適格性書類の提出の省略が認められる必須要

件となりますので、省略を希望される場合には、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 在留諸申請の方法は、在留資格認定書交付申請に

ついては、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締

結した機関の職員が代理人となり行うこととなりま

す。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新

許可申請については、本人又は申請取次者等が、地

方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりま

せん。 

○ 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です

が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申

請については、許可時に４，０００円が必要です。 

オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行

ってください。 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加

算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーショ

ン創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収

税額が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入

れ実績を有し、過去３年間に債務超過となってい

ない法人 

○ 在留諸申請の方法については、在留資格認定証明 

書交付申請は、特定技能外国人と特定技能雇用契約

を締結した機関の職員が代理人となり行うこととな

り、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申

請については、本人又は申請取次者等が、地方出入

国在留管理局に出頭して行わなければなりません

（オンライン申請を除く。）。 

○ 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です

が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申

請については、 

オンライン申請の場合：５，５００円 

窓口で申請をする場合：６，０００円 

の手数料が必要となります。 

※ 地方出入国在留管理局においては審査窓口の混

雑が深刻なものとなっており、多くの待ち時間が



発生しているため、混雑解消に向けた取組の一つ

として、来庁の必要がなくなるオンライン申請の

利用を推奨しています。このため、更なるオンラ

イン申請の利用促進のために、オンライン申請に

かかる手数料の方をより安価に設定しています。 

2 P.９ 第２章 

第４節 

第２ 

○１つ目 

○ 登録支援機関が支援業務を開始した後に行わなけ

ればならない届出の概要は、別紙３のとおりです。 

 

○ 届出に必要な書類の様式について、出入国在留管

理庁ホームページに掲載しています。御活用くださ

い。なお、掲載場所は、本節末尾の別表のとおりで

す。 

別表（届出に必要な書類） 

○ 登録支援機関が支援業務を開始した後に行わなけ

ればならない届出・報告の概要は、別紙３のとおり

です。 

○ 届出・報告に必要な書類の様式について、出入国

在留管理庁ホームページに掲載していますので御活

用ください。なお、掲載場所は、本節末尾の別表の

とおりです。 

別表（届出・報告に必要な書類） 

3 P.17 第４章 

第１節 

（３）技能水準に関

するもの 

【留意事項】 

○４つ目 

（注１） 

（注１） 

（略） 

・「特定活動（製造業外国従業員受入促進事業）」 

（略） 

（新設） 

（注１） 

（略） 

・「特定活動（製造業外国従業員受入事業）」 

（略） 

・「特定活動（EPA 看護師候補者、EPA 介護福祉士候

補者）」（研修の途中にあるものに限られ、当該研

修を修了したものを除く。） 

4 P.19 （４）日本語能力に

関するもの 

○３つ目 

○ なお、技能実習２号を良好に修了している場合は、

原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類

にかかわらず、日本語能力水準について試験その他

の評価方法による証明は要しないこととされていま

す（試験免除）。ただし、介護分野において証明を求

めることとしている介護日本語評価試験の合格につ

いては、介護職種・介護作業の技能実習２号を良好

に修了した者を除き、試験免除されないことに留意

願います（詳細は本要領別冊-介護分野の基準につ

○ なお、技能実習２号を良好に修了している場合は、

原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類

にかかわらず、日本語能力水準について試験その他

の評価方法による証明は要しないこととされていま

す（Ｎ４レベルの試験免除）。ただし、介護分野にお

いて証明を求めることとしている介護日本語評価試

験の合格については、介護職種・介護作業の技能実

習２号を良好に修了した者を除き、試験免除されな

いことに留意願います（詳細は本要領別冊-介護分野



いて-を参照願います。）。 の基準について-を参照願います。）。また、自動車運

送業分野（タクシー運転者、バス運転者に限る。）及

び鉄道分野（運輸係員に限る。）については、Ｎ３レ

ベルの日本語能力が必要となるため、技能実習２号

を良好に修了している場合にも試験その他の評価方

法による証明を要することに留意願います。 

5 P.23 （６）通算在留期間

に関するもの 

【留意事項】 

○５つ目 

○ 「特定技能１号」での通算在留期間を把握しよう

とする場合においては、保有個人情報等の開示請求

をしていただく必要があります。 

○  「特定技能１号」での通算在留期間を把握しよう

とする場合においては、申請人の出入国記録を用い

て計算いただく方法があります。出入国記録は、以

下の宛先に開示請求をしていただくことで入手が可

能です。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在

留期間の確認のため」と明記してください。開示請

求の詳細については、出入国在留管理庁ホームペー

ジで御確認ください。 

※ 出入国記録は、申請人の出入国歴のほか、付与さ

れた在留資格や許可日等を記載したものであり、通

算在留期間の算定結果を記載したものではありませ

ん。 

※ 地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話で

は、通算在留期間の算定に関するお問合せは一切受

け付けておりません。 

（開示請求の宛先） 

  〒160-0004 東京都新宿区四谷１丁目６番１号 

四谷タワー１３階 

          出入国在留管理庁総務課出入国情

報開示係 宛て 

6 P.24 （７）保証金の徴収

・違約金契約等に関

するもの 

○ 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」

とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働

契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地

○ 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」

とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働

契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地



○３つ目 方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行

政機関において法令違反に係る相談をすること、休

日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間

中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約

金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価

として不当に高額な料金の徴収を予定する契約など

が該当します。 

方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行

政機関において法令違反に係る相談をすること、休

日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間

中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約

金を定める契約、受入れ外国人が一定期間勤務する

ことを停止条件として貸付金の返済を免除する内容

の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に

貸付金の残額を一括で返済する内容の契約又は商品

若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の

徴収を予定する契約などが該当します。 

7 P.24 （７）保証金の徴収

・違約金契約等に関

するもの 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

8 P.26 （８）費用負担の合

意に関するもの 

【確認対象の書類】 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

（削除） 

 

 

 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

9 P.31 第４章 

第２節 

（５）保証金の徴収

・違約金契約等に関

するもの 

○３つ目 

○ 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」

とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働

契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地

方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行

政機関において相談をすること、休日に許可を得ず

に外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で

離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、

○ 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」

とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働

契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地

方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行

政機関において相談をすること、休日に許可を得ず

に外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で

離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、



又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額

な料金の徴収を予定する契約などが該当します。 

受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件と

して貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外

国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一

括で返済する内容の契約又は商品若しくはサービス

の対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契

約などが該当します。 

10 P.31 （５）保証金の徴収

・違約金契約等に関

するもの 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

11 P.34 （６）費用負担の合

意に関するもの 

【確認対象の書類】 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は６ページのとおり。 

（新設） 

（削除） 

 

 

 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

12 P.40 第４章 

第３節 

（４）外国人のこれまで

の在留活動の状況、

在留の必要性等に関

すること 

（注１） 

（注１）その活動計画の性格上、他の在留資格への変更

が予定されていないもの 

（略） 

・「特定活動（製造業外国従業員受入促進事業）」 

（略） 

（新設） 

（注１）その活動計画の性格上、他の在留資格への変更

が予定されていないもの 

（略） 

・「特定活動（製造業外国従業員受入事業）」 

（略） 

・「特定活動（EPA 看護師候補者、EPA 介護福祉士候補

者）」（研修の途中にあるものに限られ、当該研修を

修了したものを除く。） 



13 P.45 第５章 

第１節 

第１ 

（３）報酬等に関す

るもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１

－４号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見

込まれる機関については、書類の提出を省略することが

可能です。詳細は６ページのとおり。 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１

－４号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見

込まれる機関については、書類の提出を省略することが

可能です。詳細は７ページのとおり。 

14 P.47 （５）派遣先に関す

るもの 

【留意事項】 

○１つ目 

○ 分野別運用方針において、特定技能外国人を派遣形

態で雇用することができる分野は、「農業分野」及び「漁

業分野」とされていることから（令和４年３月３１日時点）、

これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人

を派遣形態で雇用することは認められないことに留意し

てください。 

○ 分野別運用方針において、特定技能外国人を派遣形

態で雇用することができる分野は、「農業分野」及び「漁

業分野」とされていることから（令和７年４月１日時点）、こ

れ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を

派遣形態で雇用することは認められないことに留意してく

ださい。 

15 P.51 第５章 

第２節 

○２つ目、３つ目 

（新設） ○ 本節で定める基準に適合していることについては、受入

れを継続している間は、原則として定期届出（第７章第６

節）において確認します。そのため、本節で定める確認対

象の書類については、一部を除き、 定期届出で提出し

てください。なお、特定技能外国人の初回受入れ時（過

去に受入れ実績がある機関であっても受入れを終了し、

直近の定期届出が提出されていない場合を含む。）につ

いては在留諸申請において機関の適格性を確認しま

す。 

○ 特定技能外国人を受け入れている間に、本節で定める

基準に適合しなくなった場合については、「特定技能雇

用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を

定める省令の基準不適合に係る届出」（第７章第５節）を

行う必要があります。 

16 P.51 第５章 

第２節 

第１ 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込



（１）労働、社会保

険及び租税に関する

法令の規定の遵守に

関するもの 

【確認対象の書類】 

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に１回の提出

（注） 

（略） 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に１回の提出

（注） 

（略） 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に１回の提出

（注） 

（略） 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に１回の提出

（注） 

（略） 

＜個人事業主の場合＞ 

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

＜個人事業主の場合＞ 



＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として２年に１回の提出

（注） 

（略） 

（注）上記の保険料及び税のいずれにも滞納がない場合に

限り、領収書や証明書等の提出は原則として２年に１回

とし、提出を省略する当該申請においては、公的義務履

行に関する説明書（参考様式第１－２７号）の提出が必

要（保険料及び税のいずれかに滞納がある場合には提

出を省略することはできず上記に応じた領収書や証明書

等の提出が必要）です。 

   なお、地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関

に対して受入れが適正に行われていることを確認するた

めに実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、領収書や

証明書の提出が求められることがあります。 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

（注）地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対

して受入れが適正に行われていることを確認するために

実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、領収書や証

明書の提出が求められることがあります。 

17 P.56 （２）非自発的離職

者の発生に関するも

の 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見

込まれる機関については、書類の提出を省略することが

可能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見

込まれる機関については、書類の提出を省略することが

可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

18 P.57 （３）行方不明者の

発生に関するもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 



19 P.60 （４）関係法律によ

る刑罰を受けたこと

による欠格事由 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

 

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

 

（略） 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－２３

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

（略） 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

 

（略） 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－２３

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

（略） 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

（略） 



20 P.62 （５）実習認定の取

消しを受けたことに

よる欠格事由 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

 

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

21 P.63 （６）出入国又は労

働関係法令に関する

不正行為を行ったこ

とに関するもの 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特

定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次

のとおりとする。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

リ 特定技能雇用契約の締結の日前５年以内又はその

締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又

は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

をした者 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特

定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次

のとおりとする。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

リ  特定技能雇用契約の締結の日前５年以内又はその

締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又

は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行

為をした者 



（略） 

 （６）外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して

行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠

蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第３章

第１節若しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸

許可の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸

の許可若しくは法第４章第１節若しくは第２節若しくは第５

章第３節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若

しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若

しくは図画を行使し、又は提供する行為 

（略） 

 （６）外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して

行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠

蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第３章

第１節若しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸

許可の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸

の許可若しくは法第４章第１節若しくは第２節若しくは第５

章第３節の２の規定による許可を受けさせる目的で、偽

造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文

書若しくは図画を行使し、又は提供する行為 

22 P.64 （その他の出入国又

は労働に関する法令

に関し不正又は著し

く不当な行為として

想定されるもの） 

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当

な行為 

イ～ホ（略） 

（新設） 

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当

な行為 

イ～ホ（略） 

ヘ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出

入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令

の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外

国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作

成しない行為 

23 P.65-67 【留意事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 偽変造文書等の行使・提供 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して

行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠

蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在

留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在

留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の

行使又は提供をしていた場合をいいます。例えば、在留

資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当す

る行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出した

ところ、じ後、地方出入国在留管理局の調査によって当

該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当

⑥ 偽変造文書等の行使・提供 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して

行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠

蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在

留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在

留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の

行使又は提供をしていた場合をいいます。例えば、在留

資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当す

る行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出した

ところ、じ後、地方出入国在留管理局の調査によって当

該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当



するので、申請及び届出においては、事実関係の確認を

十分に行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 保証金の徴収等 

外国人やその親族等から保証金を徴収している場

合、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定め

ている場合等や、これらの行為を行っている者又は行お

うとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締

結した場合をいいます。例えば、特定技能外国人が特定

技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定

技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失

踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。ま

た、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対

して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに

外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること

等を禁じて、その違約金を定める行為や特定技能外国

人やその家族等から商品又はサービスの対価として不

当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、「不

当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当

します。 

 

 

 

 

するので、申請及び届出においては、事実関係の確認を

十分に行う必要があります。 

   なお、 出入国又は労働に関する法令に関して行われ

た不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽する目的

で、地方出入国在留管理局が実施する調査を拒んだり

妨害した場合等には、その他の出入国又は労働に関す

る法令に関し不正又は著しく不当な行為（特定技能基準

省令第２条第１項第４号リ柱書き）に該当します。 

⑦ 保証金の徴収等 

外国人やその親族等から保証金を徴収している場

合、特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定めて

いる場合等や、これらの行為を行っている者又は行おう

としている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締

結した場合をいいます。例えば、特定技能外国人が特定

技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定

技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失

踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。ま

た、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対

して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに

外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること

等を禁じて、その違約金を定める行為や受入れ外国人

が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返

済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に

退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の

契約、特定技能外国人やその家族等から商品又はサー

ビスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する

契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予

定する契約」に該当します。 

なお、 これらの契約の締結の有無及び内容の如何に



 

 

 

 

 

（略） 

（新設） 

関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当に金銭そ

の他の財産の移転を行う行為に及んだ場合には、その

他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著し

く不当な行為（特定技能基準省令第２条第１項第４号リ

柱書き）に該当します。 

（略） 

⑮ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不

正行為  

定期的な面談（オンライン会議システム等を活用する

場合を含む。）や相談等において、出入国又は労働に関

する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で特定

技能外国人の意思表示等を妨げる行為や、基準不適

合に該当し得る内容等について相談記録書や定期面談

報告書を作成しない場合などがこれに該当します。 

24 P.70 （１０）保証金の徴

収・違約金契約等に

よる欠格事由 

○３つ目 

○  「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」と

は、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の

不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国

在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相

談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しく

は作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その

違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価

として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが

該当します。 

○  「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」と

は、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の

不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国

在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相

談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しく

は作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その

違約金を定める契約、受入れ外国人が一定期間勤務す

ることを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の

契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付

金の残額を一括で返済する内容の契約又は商品若しく

はサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予

定する契約などが該当します。 

25 P.70 【確認対象の書類】 ・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可能

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可能



です。詳細は６ページのとおり。 です。詳細は 7ページのとおり。 

26 P.70 （１１）支援に要す

る費用の負担に関す

るもの 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は 7ページのとおり。 

27 P.73 （１２）派遣形態に

よる受入れに関する

もの 

【確認対象の書類】 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

28 P.74 （１３）労災保険法

に係る措置等に関す

るもの 

○２つ目 

○  「その他これに類する措置」とは、特定技能所属機関

が労災保険制度において暫定任意適用事業とされてい

る農林水産の事業の一部を想定しているもので、この場

合、労災保険の代替措置として、労災保険に類する民

間保険に加入していることをいいます。 

○  「その他これに類する措置」とは、特定技能所属機関

が労災保険制度において暫定任意適用事業所とされて

いる農林水産の事業の一部を想定しているもので、この

場合、労災保険の代替措置として、労災保険に類する

民間保険に加入していることをいいます。 

29 P.75 （１４）特定技能雇

用契約継続履行体制

に関するもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

30 P.77 （１５）報酬の口座

振込み等に関するも

の 

【確認対象の書類】 

○２つ目 

○ 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合

の出入国在留管理庁長官の確認は、特定技能所属機関

が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出

の際に、次の書類を提出することにより受けなければなりま

せん。 

○  預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場

合の出入国在留管理庁長官の確認については、特定技能

所属機関が１年に１度提出する受入れ・活動・支援実施状

況に関する届出（第７章第６節）の際に、次の書類を提出す

ることにより行われます。 



・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） ・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

31 P.77 （１６）地域におけ

る共生社会の実現の

ため寄与する責務に

関すること 

（新設） 【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特

定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次の

とおりとする。 

十二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に関

し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施

する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に

応じ、必要な協力をすることとしていること。 

 

○  特定技能外国人に関し、当該外国人が活動する事業

所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共

生社会の実現のために実施する施策（以下「共生施策」

という。）に対する協力を要請されたときは、当該要請に

応じ、必要な協力をすることを求めるものです。 

○ 地方公共団体が実施する共生施策とは、特定技能所

属機関（登録支援機関を含む。）が実施する特定技能

外国人の支援に資するものを指します。例えば、各種行

政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や

防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関

する施策等が想定されます 。 

一方で、例えば、訪日外国人旅行客向けの案内等、

特定技能外国人支援とは明らかに関係性がないもの

は、本件取組における共生施策の対象にはなりません。 

○ 特定技能所属機関は、①初めて特定技能外国人を受

け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を

締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格

変更許可申請を行う前に、また、②既に特定技能外国



人を受け入れている場合には、当該外国人に係る在留

資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う

前に、市区町村（特別区を含む。）に対し、協力確認書

（※）を提出することが求められます。 

   協力確認書は、受け入れる（又は受け入れている）特

定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地

が属する市区町村のそれぞれに提出する必要がありま

す（両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町

村に対して一通提出します。）。 

協力確認書は、特定技能所属機関が初めて在留諸

申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出

するものとします。その後、同一の事業所で活動する他

の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留

諸申請の再申請の際には、再提出する必要はありませ

ん。ただし、協力確認書に記載された事項 （事業所の

所在地や住居地、担当者連絡先等）に変更が生じた場

合には、該当する市区町村に対して、改めて 協力確認

書を提出することが求められます。なお、特定技能外国

人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関か

ら市区町村に連絡する必要はありません。  

  ※ 「協力確認書」掲載ページ  

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01

_00120.html 

○ 協力確認書の提出手続等の詳細については、特定技

能制度における地域との共生施策に関する連携に係るＱ

＆Ａ （※）を参照してください。 

   ※ 「特定技能制度における地域との共生施策に関す

る連携に係るＱ＆Ａ」掲載ページ 

  



https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03

_00122.html 

【留意事項】 

〇 協力確認書の提出については、市区町村によっては郵

送又はオンライン提出が可能であるため、市区町村のホ

ームページから提出方法を確認してください。 

〇 地方公共団体から、地方出入国在留管理局に対して、

特定技能所属機関が、特定技能外国人に対する支援に

資するものであるにもかかわらず、地方公共団体からの

協力要請に応じないなどとして、相談が地方公共団体か

らあった場合、地方出入国在留管理局は、必要に応じて

当該地方公共団体や特定技能所属機関等に事情を確

認した上で、指導・助言・協力要請等を行う場合がありま

す。 

○ 特定技能所属機関等 が協力要請に応じない場合、

関連する地方公共団体の共生施策の内容、特定技能

所属機関等が関与する必要性及び相当性その他諸般

の事情を総合的に勘案し、特定技能所属機関等が地方

公共団体による共生施策への協力が可能であるにもか

かわらず、これを行わないため、当該特定技能外国人に

対し職業生活上、日常生活上又は社会生活上必要な

支援の実施が確保されず、その適正な在留及び支援計

画の適正な実施に重大な支障が生じていると認められる

場合には、特定技能所属機関等に対し、改善命令等を

行うことがあります。 

（例）条例上、事業主の取組が求められる施策の履行

（例：感染防止に係る必要な措置、従業員に対する周知

等）を怠っており、再三にわたる指導にもかかわらずこれ

に応じないため、地域住民と特定技能外国人の間にトラ



ブルが生じている場合等 

32 P.79 （１７）表題 （１６）分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関する

もの 

（１７）分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関する

もの 

33 P.81 第５章 

第２節 

第２ 

（１）中長期在留者

の受入れ実績等に関

するもの 

【確認対象の書類】 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

34 P.86 （４）支援の中立性

に関するもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は６ページのとおり。 

＊上記＊に該当しない場合は原則として３年に１回の提出 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関については、書類の提出を省略することが可

能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除き定期

届出で提出する書類となります。 

35 P.87 （６）定期的な面談

の実施に関するもの 

【留意事項】 

○４つ目 

○ 「面談」とは、直接に対面して話をすることをいいます。

なお、 面談を効果的に行うための準備として、質問予定

の項目について、あらかじめアンケート等を実施すること

は差し支えありません。 

○ 面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項

目について、あらかじめアンケート等を実施することは差し

支えありません。 

36 P.93 第６章 

第３節 

（１）適切な実施方

法等に関するもの 

【関係規定】 

特定技能基準省令第４条 

 法第２条の５第８項の法務省令で定める基準は、次

のとおりとする。 

一 法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号

に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生

活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、

当該外国人の適正な在留に資するものであって、か

つ、特定技能所属機関（契約により他の者に１号特

定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能

特定技能基準省令第４条 

 法第２条の５第８項の法務省令で定める基準は、次

のとおりとする。 

一 法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号

に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生

活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、

当該外国人の適正な在留に資するものであって、か

つ、特定技能所属機関（契約により他の者に１号特

定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能



所属機関を除く。）及び特定技能所属機関から契約に

より１号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施

の委託を受けた者において適切に実施することがで

きるものであること。 

所属機関を除く。）及び特定技能所属機関から契約に

より１号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施

の委託を受けた者において、地方公共団体が実施す

る共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実

施することができるものであること。 

37 P.94 ○２つ目～４つ目 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 一部の支援については、実効性確保の観点から、

対面により又はテレビ電話装置により実施されるこ

と、また、特定技能外国人が十分に理解できる言語に

より実施されることが求められています。 

○  特定技能所属機関は、地方公共団体（１号特定技

能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属

する市区町村）において実施する共生施策を確認の

上、支援計画を作成し、在留諸申請の際に、地方出

入国在留管理局に提出する必要があります。       

なお、共生施策の確認は、地方公共団体のホーム

ページの閲覧によって行うことを想定しています。 

○ １号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－

１７号）の「Ⅳ 支援内容」の自由記載欄に共生施

策を踏まえた支援を記載してください。なお、 同欄

の記載方法については、「１号特定技能外国人支援に

関する運用要領-１号特定技能外国人支援計画の基

準について-」の「第１ １号特定技能外国人支援計

画の基準等」を確認してください。 

〇 一部の支援については、実効性確保の観点から、

対面により又はテレビ電話装置（オンライン会議シ

ステム等を含む。） により実施されること、また、

特定技能外国人が十分に理解できる言語により実施

されることが求められています。 

38 P.97 第７章 

○４つ目 

○ 本章に定める届出は、届出書及び必要な添付資料

を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行って

ください。 

  また、同届出は、インターネットを介して行うこ

ともできます（事前に利用者情報登録をする必要が

○ 本章に定める届出は、インターネットを介して行う

ことができます（事前に利用者情報登録をする必要

があります。）。インターネットを介して行う場合は、

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして、



あります。）。インターネットを介して行う場合は、

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして、

届出を行ってください。 

なお、掲載場所は、末尾の別表のとおりです。 

届出を行い、必要な書類を添付書類として提出して

ください。 

  また、届出については、地方出入国在留管理局へ

持参又は郵送で提出することも可能ですが、その場

合は、在留諸申請及び届出における提出書類の省略

を認める機関ではなくなることに留意してくださ

い。 

なお、掲載場所は、末尾の別表のとおりです。 

39 P.98 第７章 

第１節 

第１ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定

める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年

月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番

号並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

事由 

特定技能雇用契約の変更 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定

める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年

月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに

別表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

場合 

特定技能雇用契約の変更をしたとき 
 

40 P.103 第２ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

事由 

特定技能雇用契約の終了 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

場合 

特定技能雇用契約が終了したとき 
 



41 P.104 第３ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

事由 

新たな特定技能雇用契約の締結 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の１の表（第１９条の１７関係） 

場合 

新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき 
 

42 P.105 第７章 

第２節 

第１ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の２の表（第１９条の１７関係） 

事由 

１号特定技能外国人支援計画の変更 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の２の表（第１９条の１７関係） 

場合 

１号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき 
 

43 P.108 第７章 

第３節 

第１ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

事由 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

場合 



法第２条の５第５項の契約の締結 
 

法第２条の５第５項の契約の締結をしたとき 
 

44 P.109 第７章 

第３節 

第２ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

事由 

法第２条の５第５項の契約の変更 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

場合 

法第２条の５第５項の契約の変更をしたとき 
 

45 P.111 第７章 

第３節 

第３ 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

事由 

法第２条の５第５項の契約の終了 
 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

別表第３の５の３の表（第１９条の１７関係） 

場合 

法第２条の５第５項の契約が終了したとき 
 

46 P.112 第７章 

第４節 

【関係規定】 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

（略） 



別表第３の５の４の表（第１９条の１７関係） 

事由 

特定技能外国人の受入れ困難 
 

別表第３の５の４の表（第１９条の１７関係） 

場合 

特定技能外国人の受入れが困難となつた場合 
 

47 P.112 第７章 

第４節 

○３つ目から５つ目 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき 

・特定技能所属機関が基準不適合となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由によるもの）

となるような事由が判明したとき 

・自己都合退職の申し出があったとき  

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき

（引き続き雇用する場合を含む） 

・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困

難になったとき 

・特定技能外国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき 

・特定技能所属機関が基準不適合となり、特定技能外

国人の受入れの継続が困難となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由によるもの）

となるような事由が判明したとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき

（引き続き雇用する場合を含む） 

・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困

難になったとき 

・特定技能外国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

・特定技能外国人が許可を受けた日から１か月経過し

ても就労を開始していない場合 

・特定技能外国人が雇用後に１か月以上活動ができな

い事情が生じた場合 

などがあります。 

※ 自己都合退職の申出があった時点での受入れ困難

に係る届出の提出は不要です（その後特定技能外国

人が退職した場合には、雇用契約終了（本章第１節

第２）の届出を提出する必要があります。）。 

※ 特定技能外国人が許可を受けてから１か月経過し

ても就労を開始できない場合も受入れ困難の事由に

含まれます。受入れ予定の外国人の在留審査の結果

等の情報については、確実に把握するよう努めてく



 

 

（新設） 

 

 

 

○ 雇用契約が終了した日から１４日以内に行わなけ

ればならない届出の詳細については、第７章第１節

第２を参照してください。 

ださい。 

○ なお、自社支援をしている場合において、支援の

実施が困難になった場合については、本章第７節の

１号特定技能外国人支援計画の実施困難の届出書を

提出してください。 

○ 雇用契約が終了した日から１４日以内に行わなけ

ればならない届出の詳細については、本章第１節第

２を参照してください。 

48 P.113 第７章 

第４節 

【確認対象の書類】 

・受入れ困難に係る届出書（参考様式第３－４号） 

・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書（参考

様式第５－１１号） 

・受入れ困難に係る届出書（参考様式第３－４号） 

（届出事由が１か月以上の活動未実施である場合）  

・１か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明

書（参考様式第５―１４号）  

（届出事由が行方不明である場合） 

・行方不明が判明した際の状況説明書（参考様式第５

―１５号）  

（届出事由がその他のものである場合） 

・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書（参考

様式第５－１１号） 

49 P.114 第７章 

第４節 

【留意事項】 

○６つ目 

○ 一部の分野において、特定技能所属機関は分野別

協議会へ入会することが求められていますが、分野

別協議会への入会が拒否された場合、特定技能所属

機関は基準を満たさないことになり、引き続き特定

技能外国人を受け入れることができないことから、

届出が必要です。 

○ 一部の分野において、特定技能所属機関は分野別

協議会へ入会することが求められていますが、分野

別協議会への入会が拒否された場合や退会した場合

には、特定技能所属機関は基準を満たさないことに

なり、引き続き特定技能外国人を受け入れることが

できないことから、届出が必要です。 

50 P.114 第７章 

第４節 

【留意事項】 

○８つ目から１０個

（新設） 

 

 

 

○  特定技能外国人が１か月以上活動できない状況

が生じた場合には、１か月以上の活動未実施期間が

生じた際の状況説明書（参考様式第５－１４号）に

具体的な内容を記載して届出書に添付してくださ



目  

 

 

 

 

○ 添付する説明書には、以下を具体的に記載してく

ださい。 

・届出に至った経緯（特定技能外国人から特定技能雇

用契約の終了に係る申出があったとする場合はその

事情を含む。） 

（略） 

い。 

○ 特定技能外国人の行方不明が発生した場合には、

行方不明が判明した際の状況説明書（参考様式第５

－１５号）に具体的な内容を記載して届出書に添付

してください。 

○ その他の届出事由の場合には、受入れ困難となる

に至った経緯に係る説明書（参考様式第５－１１号）

を添付し、以下を具体的に記載してください。 

・届出に至った経緯 

（略） 

51 P.115 第７章 

第５節 

第５節 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等

を知ったときの届出 

 

【関係規定】 

（略） 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

並びに別表第３の５の上欄に掲げる事由に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる事項とする。 

６ 法第１９条の１８第１項第４号に規定する法務

省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

二 特定技能外国人に関して出入国又は労働に

関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

があつたことを知つた場合 

 

 

第５節 特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支

援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係

る届出 

【関係規定】 

（略） 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

６ 法第１９条の１８第１項第４号に規定する法

務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

二 特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法

務省令第５号。次条第２項第２号において「特

定技能基準省令」という。）第２条第１項各号又

は同条第２項各号に掲げる基準のいずれかに



 

 

別表第３の５の４の表（第１９条の１７関係） 

事由 

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく

不当な行為の発生の認知 

 

 

 

 

事項 

１ 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行

為への対応 

２ 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為の内容 

（新設） 
 

適合しないこととなる事由が生じたことを知

つた場合 

別表第３の５の４の表（第１９条の１７関係） 

場合 

特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計

画の基準等を定める省令（以下この表及び別表第３

の５の２において「特定技能基準省令」という。）第

２条第１項各号又は同条第２項各号に掲げる基準の

いずれかに適合しないこととなる事由が生じたこと

を知つた場合 

事項 

１ 特定技能基準省令第２条第１項各号又は同条第

２項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこ

ととなる事由並びにその発生時期及び原因 

２ 特定技能外国人の現状 

 

３ 当該事由を解消するための措置 
 

52 P.116 第７章 

第５節 

○１つ目から３つ目 

○ 特定技能所属機関は、雇用する特定技能外国人に

ついて、出入国又は労働関係法令に関する不正行為

等を認知した場合には、当該認知の日から１４日以

内に、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の

指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管

理局に当該不正行為を認知した旨及び当該不正行為

の発生時期、認知時期、当該不正行為等への対応並

びに当該不正行為等の内容を記載した書面を提出す

るか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して

届出を行わなければなりません。 

 

 

○ 特定技能所属機関は、自らが特定技能雇用契約及

び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省

令第２条に定める特定技能雇用契約の相手方（特定

技能所属機関）の基準に適合しないこととなる事由

（以下「基準不適合」という。）が生じたことを認知

した場合には、当該認知の日から１４日以内に、当

該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定書に

記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局に当

該基準不適合を認知した旨及び当該基準不適合の発

生時期、認知時期、当該基準不適合等への対応並び

に当該基準不適合等の内容を記載した書面を提出す

るか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して



 

○ 特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に限

らず、行政機関から指導があった場合等は、本件届

出ではなく、特定技能所属機関の定期届出のうち、

活動状況に係る届出書（参考様式３－６号）の項番

１１「その他の適格性に関すること」に記載のとお

り、理由書（任意書式）や疎明資料を添付して提出

してください。 

（新設） 

届出を行わなければなりません。 

○ 特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に限

らず、行政機関から指導があった場合等は、参考様

式第５－１８号の基準不適合に係る説明書（特定技

能所属機関作成用）に疎明資料を添付して提出して

ください。 

 

 

○  「基準不適合」とは、特定技能基準省令第２条に

掲げる基準（第５章第２節参照）に適合していない

状況であり、 

 ・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき（第

２条第１項第１号不適合） 

 ・ 特定技能外国人が従事することとされている業

務と同種の業務に従事していた労働者（日本人及

び他の在留資格で就労している外国人を含む。）に

関し、非自発的離職を発生させたとき（第２条第

１項第２号不適合） 

 ・ 関係法律による刑罰を受けたとき（第２条第１

項第４号不適合） 

 ・ 実習認定の取消しを受けたとき（第２条第１項

第４号不適合） 

 ・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行

ったとき（第２条第１項第４号不適合） 

 ・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行

為が発生したとき（第２条第１項第４号不適合） 

 ・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部

を支払わない行為が発生したとき（第２条第１項

第４号不適合）  



 などが想定されます。 

53 P.117 第７章 

第５節 

【確認対象の書類】 

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく

不当な行為（不正行為）に係る届出書（参考様式第

３－５号） 

・特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画

の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書

（参考様式第３－５号） 

・基準不適合に係る説明書（特定技能所属機関作成用）

（参考様式第５－１８号） 

54 P.117 第７章 

第５節 

【留意事項】 

○ 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為」については、本要領第５章第２節

第１（６）を参照してください。 

 

（新設） 

 

 

 

○ 特定技能所属機関（又は登録支援機関）が、１号

特定技能外国人支援として行う定期的な面談などの

際に、特定技能外国人への不正行為を知った場合は、

当該不正行為を改善することが求められるととも

に、関係する行政機関に報告を行うなど必要な措置

を講じた上で、その結果を地方出入国在留管理局へ

届け出なければなりません。届け出ることとされて

いる不正行為は、不正の態様や程度を問いませんの

で、不正行為を知った場合には速やかに届け出てく

ださい。また、届出を行った時点において、関係行

政機関から不正行為に対する指導又は処分を受けて

いない場合であって、届出後に指導又は処分を受け

るに至った場合は、その内容を地方出入国在留管理

局へ届け出てください。 

○ 「特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援

計画の基準等を定める省令第２条に定める特定技能

雇用契約の相手方（特定技能所属機関）の基準」に

ついては、本要領第５章第２節を参照してください。 

○ 基準不適合とは、例えば、本来支払わなければな

らない租税について、納期限を経過して未納が発生

した場合（特定技能基準省令第２条第１項第１号）

などが該当します。 

○ 特定技能所属機関（又は登録支援機関）が、１号

特定技能外国人支援として行う定期的な面談などの

際に、特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支

援計画の基準等を定める省令の基準不適合（特定技

能外国人への不正行為を含む。）を知った場合は、当

該基準不適合を改善することが求められるととも

に、関係する行政機関に報告を行うなど必要な措置

を講じた上で、その結果を地方出入国在留管理局へ

届け出なければなりません。届け出ることとされて

いる基準不適合は、態様や程度を問いませんので、

基準不適合を知った場合には速やかに届け出てくだ

さい。また、届出を行った時点において、関係行政

機関から基準不適合に対する指導又は処分を受けて

いない場合であって、届出後に指導又は処分を受け

るに至った場合は、その内容を地方出入国在留管理



局へ届け出てください。 

55 P.117 第７章 

第６節 

第６節 特定技能外国人の受入れ・活動状況に関する

届出 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

２ 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をす

る場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、

出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届

け出なければならない。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

施行規則第１９条の１８ 

法第１９条の１８第２項第１号に規定する法務省令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（略） 

 二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、

性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号 

 三 届出に係る特定技能外国人が法別表第１の２の

表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた

日数、活動の場所及び従事した業務の内容 

四 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等（労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８

号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第２号

に規定する派遣労働者及び船員職業安定法（昭和

第６節 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状

況に係る届出 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

２ 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をす

る場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、

出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届

け出なければならない。 

（略） 

二 第２条の５第６項の規定により適合１号特定

技能外国人支援計画を作成した場合には、その実

施の状況（契約により第１９条の２７第１項に規

定する登録支援機関に適合１号特定技能外国人

支援計画の全部の実施を委託したときを除く。） 

施行規則第１９条の１８ 

法第１９条の１８第２項第１号に規定する法務省令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（略） 

二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性

別、国籍・地域及び在留カードの番号 

三 届出に係る特定技能外国人が法別表第１の２の表

の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、

活動の場所及びこれに対する報酬 

（削除） 

 

 

 

 



２３年法律第１３０号）第６条第１２項に規定す

る派遣船員をいう。）として業務に従事した場合

にあつては、派遣先（労働者派遣法第２条第４号

に規定する派遣先及び船員職業安定法第６条第

１５項に規定する派遣先をいう。）である本邦の

公私の機関の氏名又は名称及び住所 

２ 法第１９条の１８第２項第３号に規定する法務省

令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬

を決定するに当たつて比較対象者とした従業員

（比較対象者とした従業員がいない場合にあつて

は、当該特定技能外国人と同一の業務に従事する

従業員）に対する報酬の支払状況（当該特定技能

外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の

金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座

又は貯金口座への振込みその他の方法により現実

に支払われた額を含む。） 

 二 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の

業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行

方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別 

 

 

 

三 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適

用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手

続に係る状況 

四 特定技能外国人の安全衛生に関する状況 

五 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及

びその内訳 

 

 

 

 

 

 

２ 法第１９条の１８第２項第３号に規定する法務省

令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 次項に規定する届出の対象となる期間（以下こ

の号において「対象期間」という。）内に受け入れ

ていた特定技能外国人１人当たりの当該対象期間

における平均した１月当たりの労働日数、対象期

間内に受け入れていた特定技能外国人１人当たり

の当該対象期間における平均した１月当たりの報

酬その他の特定技能外国人の受入れの状況 

 

 

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、

社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守して

いることその他の特定技能基準省令第２条第１項

各号及び第２項各号に掲げる基準に適合している

かどうかを判断するために必要な事項 

（削除） 

 

 

 

 

 



３ 法第１９条の１８第２項の届出をしようとする特

定技能所属機関は、同項各号に規定する事項を記載

した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

５ 法第１９条の１８第２項の届出は、１月から３月

まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び１

０月から１２月までの各区分による期間（以下「四

半期」という。）ごとに、当該四半期の翌四半期の初

日から１４日以内に行わなければならない。 

６ 第１９条の１５第３項の規定は、第３項に規定す

る書面の提出をする場合について準用する。 

３ 法第１９条の１８第２項の規定による届出は、当

該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年５

月３１日までに、その年の前年の４月１日からその

年の３月３１日までの期間内における同項各号に規

定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理

局に提出して行わなければならない。この場合にお

いて、当該特定技能所属機関は、前項第２号に掲げ

る事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出

しなければならない。 

（削除） 

56 P.118 第７章 

第６節 

○１つ目から７つ目 

○ 特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初

日から１４日以内に、当該機関の住所（雇用する特

定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地

方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に

必要なものとして法務省令で定める事項を記載した

書類を提出するか出入国在留管理庁電子届出システ

ムを利用して届出を行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、令和７

年６月１日以降（※）は、特定技能所属機関は、１

年に１度、当該機関の住所（雇用する特定技能外国

人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在

留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なもの

として法務省令で定める事項を記載した書類を提出

するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用し

て届出を行わなければなりません。 

 ※ 改正入管法施行規則の附則の規定により、定期

届出については、令和７年５月３１日まで従前の

定期届出の規定が適用されます。したがって、令

和７年の第１四半期（対象期間：１月１日から３

月３１日）の定期届出は、令和７年４月１日から



 

 

 

 

○ 四半期は次のように定められています。 

① 第１四半期： １月１日から ３月３１日まで 

② 第２四半期： ４月１日から ６月３０日まで 

③ 第３四半期： ７月１日から ９月３０日まで 

④ 第４四半期：１０月１日から１２月３１日まで 

○ 一時帰国等により届出対象となる四半期中に

全く就業していない場合であっても、特定技能

所属機関に所属している場合は届出の対象にな

ります。 

現時点で既に退職している場合であっても、

届出対象となる四半期中に一日でも所属してい

た場合は、同様に届出の対象になります。 

○ 届出事項は次のとおりとなっています。 

① 届出の対象となる期間内に受け入れていた特

定技能外国人の総数 

② 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、

性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号 

③ 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活

動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の

内容 

④ 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者とし

て業務に従事した場合にあっては、派遣先の氏名

又は名称及び住所 

⑤ 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報

酬を決定するに当たって比較対象者とした従業

４月１５日までに提出する必要があります。なお、

改正後の規定に基づき、同届出を最初に提出する

のは、令和８年４月１日から同年５月３１日とな

ります。 

○ 特定技能所属機関は、対象年の４月１日から翌年

３月３１日までの受入れ・活動・支援実施状況を翌

年４月１日から５月３１日までに提出する必要があ

ります。 

 

○ 一時帰国等により届出対象期間中に全く就業して

いない場合であっても、特定技能所属機関に所属し

ている場合は届出の対象になります。 

現時点で既に退職している場合であっても、届出

対象期間中に一日でも所属していた場合は、同様に

届出の対象になります。 

 

○ 届出事項は次のとおりとなっています。 

 ① 受け入れている特定技能外国人数 

② 実労働日数 

③ 所定内実労働時間数 

④ 超過実労働時間数 

⑤ きまって支給する現金給与額（超過労働給与額

を含む。） 

  ・うち超過労働給与額（時間外手当、深夜手当、

休日手当、宿日直手当等） 

  ・うち通勤手当 

  ・うち精皆勤手当 

  ・うち家族手当 

⑥  対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額 



員（当該従業員がいない場合は、当該外国人と同

一の業務に従事する従業員）に対する報酬の支払

状況（当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀

行その他の金融機関に対する当該特定技能外国

人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法

により現実に支払われた額を含む。） 

⑥ 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の

業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行

方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別 

⑦ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適

用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手

続に係る状況 

⑧ 特定技能外国人の安全衛生に関する状況 

⑨ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及

びその内訳（届出対象期間中に新たに特定技能外

国人を受け入れた場合のみ） 

（新設） 

⑦ 控除額 

  ・食費 

  ・居住費（水道、光熱費含む。） 

  ・税・社会保険料 

  ・その他 

⑧ 昇給率 

⑨ 支援の実施状況 

⑩ 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、届出書

本体及び別紙に加えて、添付書類として適格性書類

（添付資料）の提出が必要となります。 

 なお、届出時点で基準に適合していることを誓約

しており、過去３年間に指導勧告書の交付又は改善

命令処分を受けておらず、オンライン申請及び電子

届出を活用することを誓約している機関（※）であ

って、かつ次の①から⑥のいずれかに該当する機関

については、適正な受入れを行うことが見込まれる

機関等として適格性書類の提出を省略することが可

能です。 

 ※ 令和８年４月１日以降に提出する定期届出にお

いて、オンライン申請及び電子届出を行うことが



適格性書類の省略を認める必須要件となりますの

で、書類の省略を希望される場合には、オンライ

ン申請及び電子届出の利用者登録を行ってくださ

い。 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別

加算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーシ

ョン創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴

収税額が１,０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受

入れ実績を有し、過去３年間に債務超過となって

いない法人 

 

（基準適合性に係る書類について省略を希望する場合

の添付資料） 

・ 基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説明

書 （参考様式第５ー１６号） 

・ 特定産業分野ごとに提出を要する書類 

 

○ 前述の機関に該当しない機関又は過去３年間に指

導勧告書の交付又は改善命令処分を受けている機関

については、次の添付資料の提出が必要となります。 

・ 基準適合性及び特定産業分野に係る説明書 （参

考様式第５ー１７号） 

・ 特定技能所属機関概要書  



・ 登記事項証明書  

・ 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能

所属機関の役員に関する誓約書 

・ 労働保険料の納付に係る資料  

・ 社会保険料の納付に係る資料  

・ 国税の納付に係る資料  

・ 法人住民税の納付に係る資料 

・ 特定産業分野ごとに提出を要する書類 

○ 当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届

出をした者については、罰則の対象となりますので、

添付する資料を含め、十分確認をした上で届出書を

提出してください。 

57 P.120 第７章 

第６節 

【確認対象の書類】 

・受入れ・活動状況に係る届出書（参考様式第３－６

号） 

・特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況（参

考様式第３－６号別紙） 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様

式第３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参

考様式第３－６号別紙１） 

・特定技能所属機関の適格性に関する資料 

58 P.120 第７章 

第６節 

【留意事項】 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機

関に全部委託している場合は、特定技能所属機関が

委託先の登録支援機関から支援の実施状況を取りま

とめて提出する必要があります。その場合は、当該

届出の支援の実施状況の部分について、登録支援機

関と情報共有した上で、登録支援機関と連名で地方

出入国在留管理局に提出してください。 

○ 複数の登録支援機関に支援計画の実施の全部委託

をしている場合には、別紙の署名欄（参考様式第３

―６号（別紙２） ）を作成して提出してください。 

○ 備考欄については、必要な添付書類を提出できな

い理由など地方出入国在留管理局に対する伝達事項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本届出は、届出期間が同一の、支援実施状況に係

る届出書（参考様式第３－７号）と同時に行ってく

ださい。ただし、特定技能所属機関が１号特定技能

外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託

した場合には、支援実施状況に係る届出書（参考様

式第３－７号）は不要です。 

○ 「報酬の支払状況」を記載した書類として、特定

技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況（参考様

式第３－６号別紙）及び基本賃金、残業代等諸手当

の支給額、控除額、労働時間、労働日数が分かる賃

金台帳の写しを添付してください。 

なお、特定技能外国人の報酬を決定するに当たっ

て比較対象とした日本人労働者の賃金台帳の写しに

ついては、個人情報保護の観点から、氏名や生年月

日などについては、黒塗りするなどして個人が特定

できない状態で届出書に添付してください。在留諸

申請時に、比較対象となる者がいないとして「特定

技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１－

４号）」を提出した場合は、「比較対象となる日本人

労働者がいない」にチェックをした上で、比較対象

を記載し、必要に応じて別紙（任意様式）を添付し

てください。 

○ 参考様式第３－６号（別紙１）の特定技能外国人

の一覧については、特定技能外国人を受け入れてい

る事業所ごとに作成してください。 

○ 参考様式第３－６号（別紙 1）において、預貯金

口座への振り込み以外の方法で報酬を支払っている

場合については、報酬支払証明書（参考様式第５－

７号）を提出する必要があります。 

（削除） 



者の賃金台帳の写し等の添付は省略して差し支えあ

りませんが、特定技能外国人と同一の業務に従事す

る日本人従業員の賃金台帳写しの提出が必要です。 

また、比較対象とした日本人労働者が変更となっ

ている場合は、特定技能外国人の報酬に関する説明

書（参考様式第１－４号）に記載の上、賃金台帳の

写し等を添付してください。 

○ 「特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振

込み等の方法により現実に支払われた額」を記載し

た書類として、次の資料を添付してください。 

＊報酬の支払方法を「口座振込」とした場合 

添付不要。ただし、特定技能外国人の指定する

預金口座等への振込明細書を「特定技能外国人の

受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付書

類として、特定技能外国人の活動状況に関する帳

簿に編てつしてください。 

＊報酬の支払方法を「通貨払」とした場合 

・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

○ 参考様式第３－６号別紙（特定技能外国人の受入

れ状況・報酬の支払状況）に記載する金額は、届出

対象となる該当月に、特定技能外国人に実際に支払

われた金額を記載してください。 

ただし、就労を開始した月に特定技能としての活

動に対する反対給付がない場合（例：１月１５日就

労開始、月末締め、翌月１０日払いにおける１月期

の給付額）は、斜線又は取消し線を記入してくださ

い。 

なお、「技能実習」、「特定活動」等の在留資格で雇

用していた方が引き続き特定技能外国人として雇用



される場合で、当該他の在留資格としての活動と特

定技能外国人としての活動に対する給付をそれぞれ

算出することが困難である場合は、合算した金額を

記載していただいて差し支えありません。 

○ 特定技能外国人に係る社会保険及び雇用保険の被

保険者資格取得手続を行っていない場合は、当該特

定技能外国人の身分事項及び被保険者資格取得手続

が未了である理由について、理由書（任意様式）を

本届出書（参考様式第３－６号）とともに提出しな

ければなりません。 

○ 特定技能外国人又は特定技能所属機関に関する保

険料又は税の納付を行っていない場合は、当該納付

を行っていない保険料の種類又は税目（特定の事業

所分について納付を行っていない場合は当該事業所

名及び納付を行っていない理由を含む。）を記載した

理由書（任意様式）を本届出書（参考様式第３－６

号）とともに提出しなければなりません。 

○ 雇用する特定技能外国人の労働安全衛生法の規定

に違反する行為があったとして労働基準監督官から

是正勧告を受けた場合は、その都度、出入国又は労

働関係法令に関する不正行為を行った場合の届出

（詳細については、前記第５節を参照してくださ

い。）を行わなければなりませんが、本届出書（参考

様式第３－６号）にも届出期間の状況を記載しなけ

ればなりません。 

○ 10 欄の「受入れに要した費用」欄のうち、「② 受

入れの準備に要した費用」欄については、届出の対

象期間内に新たに受入れを開始した特定技能外国人

に関し、特定技能所属機関、特定技能外国人が負担



した額について、名目を問わず、受入れに要した費

用を記載してください。 

○ その他の適格性に関することについては、特定技

能所属機関が雇用する特定技能外国人に限らず、行

政機関から特定技能所属機関に対して指導があった

場合等、適格性に関することについて、理由書（任

意書式）や疎明資料を添付してください。 

59 P.121 第７章 

第７節 

第７節 １号特定技能外国人支援計画の実施状況に関

する届出 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

２ 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をす

る場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、

出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届

け出なければならない。 

二 第２条の５第６項の規定により適合１号特定

技能外国人支援計画を作成した場合には、その実

施の状況（契約により第１９条の２７第１項に規

定する登録支援機関に適合１号特定技能外国人

支援計画の全部の実施を委託したときを除く。） 

施行規則第１９条の１８ 

３ 法第１９条の１８第２項の届出をしようとする特

定技能所属機関は、同項各号に規定する事項を記載

した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなけれ

ばならない。 

４ 前項の場合において、届出が法第１９条の１８第

２項第２号に係るものであるときは、適合１号特定

技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資

料を提出しなければならない。 

第７節 １号特定技能外国人支援計画の実施困難に係

る届出 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関

（以下この款及び第８章において「特定技能所属機関」

という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、

法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長

官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出

なければならない。 

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める

場合に該当するとき。 

 

施行規則第１９条の１７ 

法第１９条の１８第１項に規定する法務省令で定め

る事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月

日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別

表第３の５の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる事項とする。 

６ 法第１９条の１８第１項第４号に規定する法務省

令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 特定技能外国人を受け入れることが困難とな



５ 法第１９条の１８第２項の届出は、１月から３月

まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び１

０月から１２月までの各区分による期間（以下「四

半期」という。）ごとに、当該四半期の翌四半期の初

日から１４日以内に行わなければならない。 

６ 第１９条の１５第３項の規定は、第３項に規定す

る書面の提出をする場合について準用する。 

つた場合  

別表第３の５の４の表（第１９条の１７関係） 

場合 

特定技能外国人の受入れが困難となった場合 

事項 

１ 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並

びにその発生時期及び原因 

２ 特定技能外国人の現状 

３ 特定技能外国人としての活動の継続のための措 

 置 
 

60 P.121 第７章 

第７節 

○１つ目から５つ目 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画を作成した場合には、四半期ごとに翌四半期の初

日から１４日以内に、当該機関の住所（雇用する特

定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地

方出入国在留管理局に支援の実施状況を記載した書

類及び適合１号特定技能外国人支援計画の実施の状

況を明らかにする資料を提出するか出入国在留管理

庁電子届出システムを利用して届出を行わなければ

なりません。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画に基づく支援について実施困難となる事由が生じ

た場合には、当該認知の日から１４日以内に、当該

機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定書に記

載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局に１号

特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書を

提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利

用して届出を行わなければなりません。 

 

○ 支援の実施困難として想定される内容は次のとお

りです。 

 ・ １号特定技能外国人支援計画に記載された支援

について実施することができなかった場合 

※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合

は届出の対象外となりますが、当該申出があった

ことについては、記録として保管しておく必要が

あります。 

・ 定期的な面談や１号特定技能外国人からの相談

等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ただし、特定技能所属機関が１号特定技能外国人

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場

合には、本届出は不要です。 

その場合、登録支援機関から支援実施状況に関す

る届出書（参考様式第４－３号）が提出される必要

があります。 

 

○ 下記に掲げる四半期の途中で、特定技能所属機関

から登録支援機関に支援実施の全部を委託した場合

は、委託契約締結までの間における支援実施状況に

ついて登録支援機関に引き継ぎ、当該登録支援機関

が支援実施状況に関する届出（参考様式第４－３号）

を提出してください。登録支援機関との委託契約を

終了し、特定技能所属機関による支援に切り替えた

場合も、同様に引継ぎを受けた特定技能所属機関が

支援実施状況に関する届出書（参考様式第３－７号）

上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、

特定技能所属機関内での問題解決が困難であり、

問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談

等（※）を実施した場合（非自発的離職の発生に

より、公共職業安定所（ハローワーク）への相談

を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。） 

 ※ 生活上必要な行政手続等を行うための行政機関

等への付き添いは含みません。 

○ 支援を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把

握した場合については、本章第５節の特定技能雇用

契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令の基準不適合に係る届出を提出する必要が

あります。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画

の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、

本届出は不要です。 

  その場合、登録支援機関から第９章第２節第４

（２）の１号特定技能外国人支援計画の実施困難に

係る報告書（参考様式第４－３号）が提出される必

要があります。 

（削除） 



を提出してください。 

○ 四半期は次のように定められています。 

① 第１四半期： １月１日から ３月３１日まで 

② 第２四半期： ４月１日から ６月３０日まで 

③ 第３四半期： ７月１日から ９月３０日まで 

④ 第４四半期：１０月１日から１２月３１日まで 

○ 一時帰国等により届出対象となる四半期中に全く

就業していない場合であっても、特定技能所属機関

に所属している場合は届出の対象になります。 

現時点で既に退職している場合であっても、届出

対象となる四半期中に一日でも所属していた場合

は、同様に届出の対象になります。 

61 P.122 第７章 

第７節 

【確認対象の書類】 

・支援実施状況に係る届出書（参考様式第３－７号） 

 

・１号特定技能外国人支援対象者名簿（参考様式第３

－７号別紙） 

・１号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出

書（参考様式第３－７号） 

62 P.122 第７章 

第７節 

【留意事項】 

○ 届出の対象となる特定技能外国人を参考様式第３

－７号（別紙）に記載して提出してください。 

○ １号特定技能外国人支援計画書において、届出の

対象となる四半期中に実施予定となっていた支援を

実施しなかった場合は、支援未実施に係る理由書（参

考様式第５―１３号）を作成し、提出してください。 

○ 生活オリエンテーションを実施した場合は、生活

オリエンテーション確認書（参考様式第５－８号）

を作成し（特定技能外国人の署名が必要です。）、保

存してください。届出書に添付して提出する必要は

ありません。 

（略） 

○ 定期的な面談を実施し、問題の有無にかかわらず、

○ 届出の対象となる特定技能外国人を参考様式第３

－７号に記載して提出してください。 

○ 実施予定となっていた支援を実施しなかった場合

は、支援未実施に係る理由書（参考様式第５―１３

号）を作成し、提出してください。 

 

（削除） 

 

 

 

 

（略） 

○ 定期的な面談を実施した場合は、問題の有無にか



定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６号）

を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求め

があった場合には、いつでも提出できるようにして

おく必要があります。その上で、問題があった場合

は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の上、定

期面談報告書の写しとともに提出してください。他

方で、問題がなかった場合は、届出書の支援実施状

況欄にその旨記載し提出する必要がありますが、定

期面談報告書の写しの添付は不要です。なお、面談

の結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又

は著しく不当な行為の発生を知った場合は、特定技

能外国人の保護を図るための措置及び関係行政機関

への通報を行わなければなりません。 

また、出入国又は労働に関する法令に関し不正又

は著しく不当な行為を行った特定技能所属機関は、

地方出入国在留管理局・支局に「出入国又は労働に

関する法令に関し不正又は著しく不当な行為（不正

行為）に係る届出書（参考様式第３－５号）」を提出

する必要があります（同届出の詳細については、本

要領第７章第５節を参照してください。）。 

かわらず、定期面談報告書（参考様式第５－５号、

第５－６号）を作成して、地方出入国在留管理局・

支局から求めがあった場合には、いつでも提出でき

るようにしておく必要があります。その上で、支援

の実施困難な事情が生じた場合は、届出書にその旨

記載の上、定期面談報告書の写しとともに提出して

ください。 

○ 定期的な面談や相談の結果、基準不適合の発生を

知った場合は、必要に応じて特定技能外国人の保護

を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わ

なければなりません。 

  また、特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の基準不適合を認知

した特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局・

支局に「特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る

届出書（参考様式第３－５号）」を提出する必要があ

ります（同届出の詳細については、本要領第７章第

５節を参照してください。）。 

63 P.128 第９章 

第１節 

第２ 

（１）登録の申請 

○３つ目 

○ 原則として、初回の登録申請は、支援業務開始予

定日の２か月前までに、更新申請は、登録の有効期

間の満了日の２か月前までに地方出入国在留管理局

に行ってください。特に更新申請の場合には、登録

の有効期間の満了日の間際とならないよう、あらか

じめ余裕を持って行っていただく必要があります。 

○ 原則として、初回の登録申請は、支援業務開始予

定日の２か月前までに、更新申請は、登録の有効期

間の満了日の６か月前の月の初日から４か月前の月

末までに地方出入国在留管理局に行ってください。

特に更新申請の場合には、登録の有効期間の満了日

の間際とならないよう、あらかじめ余裕を持って行

っていただく必要があります。 

64 P.135-137 第９章 

第１節 

イ～ワ（略） 

（新設） 

イ～ワ（略） 

カ 



第３ 

（３）【留意事項】 

表（出入国又は労働

関係法令に関する主

な不正行為） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記の表で列挙した行為の具体例として、次のよう

なものが挙げられます。 

（①～④ 略） 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

  外国人についての出入国又は労働に関する法令に

関し不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的

又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格

認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等

を受けさせる目的又は登録支援機関の登録（更新を

含む。）を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提

供をしたことがある場合です。 

 

 

 

 

１号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関

し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能

基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で

特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必

要な記録等を作成しない行為 

ヨ 

特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実

施について、別の機関に再委託する行為又は再委

託を受ける行為 

タ 

１号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機

関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地

方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又

は虚偽の報告を行う行為 

＊上記の表で列挙した行為の具体例として、次のよう

なものが挙げられます。 

（①～④ 略） 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

  外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関し

不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は

事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格認定

証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受

けさせる目的又は登録支援機関の登録（更新を含

む。）を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提供

をしたことがある場合です。 

  なお、 地方出入国又は労働に関する法令に関して

行われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽す

る目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査を

拒んだり妨害した場合等には、その他の出入国又は



 

 

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

  外国人やその家族から、保証金を徴収するなどし

てその財産を管理していた場合や労働契約の不履行

に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産

の移転を予定する契約を締結した場合です。例えば、

外国人の失踪を防止するために、外国人やその家族

等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を

定めていた場合です。また、地方出入国在留管理局、

労働基準監督署等に対して、「出入国又は労働に関す

る法令に関し不正若しくは著しく不当な行為」を通

報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業

務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じ

て、その違約金を定める行為や外国人やその家族等

から商品又はサービスの対価として不当に高額な金

銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭そ

の他の財産の移転を予定する契約」に該当します。 

また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結

するに際し、これをあっせんする第三者がいる場合

において、当該第三者が保証金の徴収等を行ってい

る者であることを知りながら、当該第三者からの紹

介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結

する行為も該当します。 

 

 

 

 

 

労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

に該当します。 

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

  外国人やその親族等から、保証金を徴収するなど

してその財産を管理していた場合や労働契約の不履

行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財

産の移転を予定する契約を締結した場合です。例え

ば、外国人の失踪を防止するために、外国人やその

親族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約

金を定めていた場合です。また、地方出入国在留管

理局、労働基準監督署等に対して、不適正な行為を

通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、

業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じ

て、その違約金を定める行為や受入れ外国人が一定

期間勤務することを停止条件として、貸付金の返済

を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に

退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容

の契約、 外国人やその親族等から商品又はサービス

の対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契

約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予

定する契約」に該当します。 

  また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結

するに際し、これをあっせんする第三者がいる場合

において、当該第三者が保証金の徴収等を行ってい

る者であることを知りながら、当該第三者からの紹

介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結

する行為も該当します。 

なお、 これらの契約の締結の有無及び内容の如

何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当



 

 

 

（⑦～⑪ 略） 

（新設） 

に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ場

合には、その他の出入国又は労働に関する法令に関

し不正又は著しく不当な行為に該当します。 

（⑦～⑪ 略） 

⑫ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援におけ

る不正行為  

定期的な面談（オンライン会議システム等を活用

する場合を含む。）や相談等において、出入国又は労

働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する

目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為

や基準不適合に該当し得る内容等について相談記

録書や定期面談報告書を作成しない場合などがこ

れに該当します。 

⑬ 支援委託業務を再委託する行為・再委託を受ける

行為  

  入管法第１９条の３０により登録支援機関は委託

に係る適合１号特定技能外国人支援計画に基づく支

援を自ら行うことが求められており、特定技能所属

機関から全部委託を受けた支援の実施について、別

の機関に再委託する行為がこれに該当します。 

  なお、登録前に再委託を受ける行為も同様に不正

行為に該当することに留意してください。 

⑭ １号特定技能外国人支援計画の実施における特異

事案報告に関する不作為等  

  １号特定技能外国人支援計画の実施における特異

事案報告に関し、支援を実施しなかったこと、支援

を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把握した

場合などに、当該事実を隠蔽する目的で地方出入国

在留管理局に報告しなかった場合（不作為）や虚偽



の報告を行った場合がこれに該当します。 

65 P.155 第９章 

第２節 

第４ 

第４ 支援の実施状況に関する届出 

 

【関係規定】 

（略） 

施行規則第１９条の２４ 

法第１９条の３０第２項の届出は、四半期ごとに、

同項に規定する事項を記載した書面を、当該四半期の

翌四半期の初日から１４日以内に、地方出入国在留管

理局に提出して行うものとする。 

２ 法第１９条の３０第２項の法務省令で定める事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・

地域、住居地及び在留カードの番号 

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所 

三 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対

応状況（労働基準監督署への通報及び公共職業安

定所への相談の状況を含む。） 

四 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は

著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方

不明者の発生その他の問題の発生状況 

第４ 支援の実施状況等に関する届出・報告 

（１）支援実施状況の届出 

【関係規定】 

（略） 

施行規則第１９条の２４ 

法第１９条の３０第２項の規定による届出は、当該

届出をしようとする登録支援機関（特定技能所属機関

から契約により適合１号特定技能外国人支援計画の全

部の実施を委託したものに限る。以下この項及び次条

において同じ。）が、毎年５月３１日までに、その年の

前年４月１日からその年の３月３１日までの期間に係

る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に

係る適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を

当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由

して、地方出入国在留管理局に提出して行うものとす

る。 

２ 法第１９条の３０第２項の法務省令で定める事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・

地域及び在留カードの番号 

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所 

66 P.156 第９章 

第２節 

第４ 

○１つ目から３つ目 

○ 登録支援機関は、四半期ごとに翌四半期の初日か

ら１４日以内に、支援委託契約の相手方（特定技能

所属機関）の住所を管轄する地方出入国在留管理局

に支援業務の実施状況等を記載した書類を提出する

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届

出を行わなければなりません。 

（新設） 

○ 登録支援機関は、１年に１度、支援委託契約の相

手方の特定技能所属機関を経由して支援業務の実

施状況等を記載した書類を提出して届出を行わなけ

ればなりません。 

 

 

○ 同届出については、特定技能所属機関が行う「受



 

 

 

 

 

○ 届出事項は次のとおりとなっています。 

① 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・

地域、住居地及び在留カードの番号 

② 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地 

③ 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対

応状況（労働基準監督署への通報及び公共職業安

定所への相談の状況を含む。） 

④ 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は

著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方

不明者の発生その他の問題の発生状況 

○ 四半期は次のように定められています。 

① 第１四半期： １月１日から ３月３１日まで 

② 第２四半期： ４月１日から ６月３０日まで 

③ 第３四半期： ７月１日から ９月３０日まで 

④ 第４四半期：１０月１日から１２月３１日まで 

入れ・活動・支援実施状況に係る届出」（第７章第３

節）に併せて行われるため、特定技能所属機関と登

録支援機関との間で支援実施に係る内容を支援の全

部委託を受けた特定技能所属機関と共有し、特定技

能所属機関と連名で提出してください。 

（削除） 

67 P.156 第９章 

第２節 

第４ 

（１） 

【確認対象の書類】 

・支援実施状況に係る届出書（参考様式第４－３号） 

・１号特定技能外国人支援対象者名簿（参考様式第４

－３号別紙） 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様

式第３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参

考様式第３－６号別紙） 

68 P.156 第９章 

第２節 

第４ 

（１） 

○ 本届出は、支援の対象となる外国人が「特定技能」

の在留資格を有したのちに行った支援について、届

け出なければなりません。 

 

○ 本届出は、支援の対象となる外国人が「特定技能」

の在留資格を有したのちに行った支援の実施状況に

ついて、支援の全部委託契約を受けた特定技能所属

機関を経由し、当該特定技能所属機関と連名で届け



【留意事項】  

○ 届出の対象となる特定技能外国人を参考様式第４

－３号（別紙）に記載して、提出してください。 

○ １号特定技能外国人支援計画書において、届出の

対象となる四半期中に実施予定となっていた支援を

実施しなかった場合は、支援未実施に係る理由書（参

考様式第５－１３号）を作成し、提出してください。 

○ 生活オリエンテーションを実施した場合は、生活

オリエンテーション確認書（参考様式第５－８号）

を作成し（特定技能外国人の署名が必要です。）、保

存してください。届出書に添付して提出する必要は

ありません。 

○ 定期的な面談や１号特定技能外国人からの相談を

端緒として、労働基準監督署への通報や公共職業安

定所（ハローワーク）への相談を行った場合は、相

談内容及び対応結果を届け出る必要があります。 

なお、１号特定技能外国人から相談又は苦情を受

けた場合には、相談記録書（参考様式第５－４号）

の写しを添付してください。 

○ 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合

は、公共職業安定所（ハローワーク）の利用状況等

の転職支援の内容及び対応結果を届け出る必要があ

ります。 

転職支援を実施した場合は、転職支援実施報告書

（参考様式第５－１２号）を作成し、提出してくだ

さい。 

○ 定期的な面談を実施し、問題の有無にかかわらず、

定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６号）

を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求め

出なければなりません。 

（削除） 

 

○ １号特定技能外国人支援計画書において、実施予

定となっていた支援を実施しなかった場合は、（２）

で後述する「１号特定技能外国人支援における特異

事案に係る報告書」を提出してください。 

（削除） 

 

 

 

 

○ 定期的な面談や１号特定技能外国人からの相談を

端緒として、労働基準監督署への通報や公共職業安

定所（ハローワーク）への相談を行った場合は、相

談内容及び対応結果を後述の「１号特定技能外国人

支援における特異事案に係る報告書」により提出す

る必要があります。 

 

○ 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合

は、後述の「１号特定技能外国人支援における特異

事案に係る報告書」により公共職業安定所（ハロー

ワーク）の利用状況等の転職支援の内容及び対応結

果を報告する必要があります。 

 

 

（削除） 



があった場合には、いつでも提出できるようにして

おく必要があります。その上で、問題があった場合

は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の上、定

期面談報告書の写しとともに提出してください。他

方で、問題がなかった場合は、届出書の支援実施状

況欄にその旨記載し提出する必要がありますが、定

期面談報告書の写しの添付は不要です。なお、当該

面談において、特定技能所属機関における不正行為

を把握した場合には、労働基準監督署やその他関係

機関への通報を行った上で、特定技能所属機関の責

任者に対し、当該不正行為が生じている事実を通知

するとともに、出入国又は労働に関する法令に関し

不正又は著しく不当な行為（不正行為）に係る届出

書（参考様式第３－５号）を地方出入国在留管理局

に速やかに届け出るよう連絡してください。 

○ その他の適格性に関することについては、登録支

援機関が行政機関から指導があった場合等に、理由

書（任意書式）や疎明資料を添付してください。 

69 P.157-159 第９章 

第２節 

第４ 

（２） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１号特定技能外国人支援計画の実施における特

異事案報告 

【関係規定】 

入管法施行規則第１９条の２４の２ 

登録支援機関は、別表第３の５の２の上欄に掲げ

る場合に該当することとなった日から１４日以内

に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の

下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告す

るものとする。 

２ 前項の規定による報告は、当該報告をしようとす

る登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの

番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、

地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。 

別表第３の５の２の表（第１９条の２４の２関係） 

場合 

委託に係る適合１号特定技能外国人支援計画に基づ

く特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた

場合 

適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登

録支援機関に委託した特定技能所属機関について特

定技能基準省令第２条第１項各号又は同条第２項各

号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる

事由が生じたことを知つた場合 

事項 

１ 委託に係る適合１号特定技能外国人支援計画に

基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難と

なつた事由並びにその発生時期及び原因 

２ 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状 

３ 適合１号特定技能外国人支援計画に基づく１号

特定技能外国人支援の継続のための措置 

１ 適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施

を登録支援機関に委託した特定技能所属機関につ

いて特定技能基準省令第２条第１項各号又は同条

第２項各号に掲げる基準のいずれかに適合しない

こととなる事由並びにその発生時期及び原因 

２ 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の

現状 

３ 当該事由を解消するための措置 

○ 登録支援機関は、支援の全部委託を受けた１号特



 定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する際、

支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定

技能所属機関が基準不適合となったことを知った場

合には、対象となる特定技能外国人が所属する特定

技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報

告することが求められます。 

当該報告については、書類を提出して報告を行う

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して報

告する必要があります。 

○ 同報告について、支援の実施困難として想定され

る内容は次のとおりです。 

 ・ １号特定技能外国人支援計画に記載された支援

について実施することができなかった場合 

※ 本人の申出により支援を実施しなかった場

合は届出の対象外となりますが、当該申出があ

ったことについては、記録として保管しておく

必要があります。 

 ・ 支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の

発生又は死亡を知った場合 

※ 今後の定期面談の実施が困難となることか

ら、地方出入国在留管理局に同報を行う必要が

あります。 

なお、この場合には、面談結果の問題の有無

にかかわらず、対象者の直近の定期面談報告書

（参考様式第５－５号、第５－６号）の写しを

資料として添付してください。 

 ・ 定期的な面談や１号特定技能外国人からの相談

等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活上、

日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、登録



支援機関内での問題解決が困難であり、問題解決

に向けて行政機関等の他機関への相談等（※）を

実施した場合（非自発的離職の発生により、公共

職業安定所（ハローワーク）への相談を行うなど

の転職支援を実施した場合を含む。） 

  ※ 生活上必要な行政手続等を行うための行政機

関等への付き添いは含みません。 

○ また、定期面談や相談等の支援業務を通じて、支

援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適

合を把握した場合についても同報告書により地方出

入国在留管理局に報告を行う必要があります。 

なお、特定技能所属機関における基準不適合を把

握した場合には、労働基準監督署やその他関係機関

への通報を行った上で、特定技能所属機関の責任者

に対し、当該基準不適合が生じている事実を通知す

るとともに、特定技能雇用契約及び 1 号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に

係る届出書（参考様式第３－５号）を地方出入国在

留管理局に速やかに届け出るよう連絡してくださ

い。 

○ 特定技能所属機関の「基準不適合」とは、特定技

能基準省令第２条に掲げる基準（第５章第２節参照）

に適合していない状況であり、 

 ・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき（第

２条第１項第１号不適合） 

 ・ 特定技能外国人が従事することとされている業

務と同種の業務に従事していた労働者（日本人及

び他の在留資格で就労している外国人を含む。）に

関し、非自発的離職を発生させたとき（第２条第



１項第２号不適合） 

 ・ 関係法律による刑罰を受けたとき（第２条第１

項第４号不適合） 

 ・ 実習認定の取消しを受けたとき（第２条第１項

第４号不適合） 

 ・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行

ったとき（第２条第１項第４号不適合） 

 ・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行

為が発生したとき（第２条第１項第４号不適合） 

 ・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部

を支払わない行為が発生したとき（第２条第１項

第４号不適合） 

などが想定されます。登録支援機関は、支援の実施を

通じてこれらの状況を認知した場合には、同報告を地

方出入国在留管理局に行う必要があります。 

【確認対象の書類】 

・１号特定技能外国人支援計画の実施における特異事

案報告書（参考様式第４―３号） 

【留意事項】 

○ 報告の対象となる特定技能外国人を報告書に記

載して提出してください。 

○ 実施予定となっていた支援を実施しなかった場

合は、支援未実施に係る理由書（参考様式第５―１

３号）を作成し、提出してください。 

○ 定期的な面談を端緒として報告する場合には、報

告書にその旨記載の上、該当する定期面談報告書

（参考様式第５－５号、第５－６号）の写しを添付

してください。 

○ １号特定技能外国人からの相談を端緒として報



告する場合には、相談記録書（参考様式第５－４号）

の写しを添付してください。 

○ 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場

合は、公共職業安定所（ハローワーク）の利用状況

等の転職支援の内容及び対応結果を報告する必要

があります。 

転職支援を実施した場合は、転職支援実施報告書

（参考様式第５－１２号）を作成し、提出してくだ

さい。 

○ 定期的な面談や相談の結果、特定技能所属機関の

基準不適合の発生を知った場合は、基準不適合等に

係る説明書（登録支援機関作成用）（参考様式第５

－１９号）を作成し添付してください。また、必要

に応じて、特定技能外国人の保護を図るための措置

及び関係行政機関への通報を行わなければなりま

せん。 

70 P.162 第１０章 

表中の「対象」５つ

目 

法第１９条の１８第１項第２号、第３号及び４号（支

援計画の変更の届出、第２条の５第５項の契約に係る

届出、受入れ困難に係る届出及び不正行為に係る届出） 

法第１９条の１８第１項第２号、第３号及び第４号（支

援計画の変更の届出、第２条の５第５項の契約に係る

届出、受入れ困難に係る届出及び基準不適合に係る届

出） 



71 参考様式第

1-5号 

 

 

 



72 参考様式第

1-9号 

 

 

（削除） 



 

73 参考様式第

1-17号 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



74 参考様式第

１-23号 

 

  



  



 
 

75 参考様式第

30号 

 

 

（廃止） 



76 参考様式第

3-1-1号 

 



  



77 参考様式第

3-1-2号 

 





  



78 参考様式第

3-2号 

 





 
 



79 参考様式第

3-3-1号 

 





  



80 参考様式第

3-3-2号 

 





  



81 参考様式第

3-4号 

 





 

 



82 参考様式第

3-5号 

 





 
 



83 参考様式第

3-6号 

 （廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（新設） 



 

84 参考様式第

3-6号（別

紙１） 

 （廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 参考様式第

3-6号（別

紙２） 

 （新設） 

 



86 参考様式第

3-7号 

 （廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（新設） 



 



87 参考様式第

4-3号 

 （廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（新設） 



 



88 参考様式第

5-5号 

 



 

 



89 参考様式第

5-6号 

 



 

 



90 参考様式第

5-14号 

 （新設） 

 



91 参考様式第

5-15号 

 （新設） 

 



 



92 参考様式第

5-16号 

 （新設） 

 



93 参考様式第

5-17号 

 （新設） 

 



 



94 参考様式第

5-18号 

 （新設） 

 



 

95 参考様式第

5-19号 

 （新設） 

 


